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第２予算審査特別委員会（第３日目） 1 

H26.3.17 (月 )10： 00～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会 １０：００ 4 

 委員動静報告 5 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名でございます。 6 

 これより本日の会議を開きます。 7 

 議案第２号 平成26年度滝川市国民健康保険特別会計予算 8 

委 員 長 それでは、ただいまから議案第２号 平成26年度滝川市国民健康保険特別会計 9 

予算についての説明を求めます。 10 

伊藤参事 （議案第２号を説明する。） 11 

榎木課長 （議案第２号の詳細を説明する。） 12 

委 員 長 説明が終わりました。 13 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 14 

窪 之 内 それでは、よろしくお願いいたします。 15 

 １番目ですが、182、183ページ、保険税に関してです。新年度の調定額の算定 16 

を見ますと、限度額は23年かな、値上げされずにきていてよかったなと思って 17 

いたのですが、実は限度額の改正があるということが何かの機会に示されまし 18 

たので、限度額の改正の内容と、同時に軽減措置の拡大があるということだっ 19 

たので、その内容についてお伺いするとともに、このほかにも新年度で制度改 20 

正が予想されているものがあれば、お伺いしたい。また、その限度額と軽減の 21 

関係で影響を受ける世帯数についても改めてお伺いしたいと思うのと、限度額 22 

と軽減措置の拡大のほかに税率改正は予定されていないのだと思うのですけれ 23 

ども、税率改正も検討していくということを考えているのかお伺いしたいと思 24 

います。 25 

 次ですが、参考資料の20ページから22ページの調定額の内訳にある世帯数、被 26 

保険者数というのは前のページの数字とは違っているので、どこかを基点とし 27 

た数字を使っているのだと思うので、この調定額の内訳の世帯数や被保険者数 28 

はいつの時点を基準とした数字を使っているのかお伺いしたいと思います。今 29 

後の加入世帯数と被保険者数については先ほど課長のほうから、年々減少して 30 

きているので、今後についても年々減少していく方向だと捉えていいのか。そ 31 

ういった中で、軽減世帯数の動向については、軽減世帯の改正があるので、ど 32 

のように、ふえていくのかなと思うのですけれども、今後の動向についてお伺 33 

いしたいと思います。 34 

 それと、新しい軽減世帯の数字というのはまだ出ないのかもしれないのですけ 35 

れども、加入世帯数に占める軽減世帯数の道内各市との比較で、滝川の低所得 36 

者層が道内の各市と比較してどれだけいるのかということを把握するというこ 37 

とでの比較です。お願いいたします。 38 

 次、滞納繰り越し分についてですが、滞納繰り越し分の合計は約２億6,800万円 39 

で、調定額の約30パーセントという大きな滞納繰り越しがあるわけですけれど 40 

も、滞納総額と調定に占める滞納額の比率は道内各市と比較してどういう状況 41 

にあるのか、比較可能年度でということでお伺いしたいと思います。そういう 42 

中で予定される不納欠損金額と予算計上は幾ら不納欠損金額として予算計上さ 43 

れているのか、予算書を見ただけではわからなかったので、お伺いしたいと思 44 



- ２ - 

 

います。 45 

 次ですが、短期保険証及び資格証明書交付世帯数、そのうち納付相談にも応ぜ 46 

ず、特別対策が必要と位置づけられている世帯数とその納付に向けた対応につ 47 

いてお伺いしたいと思います。 48 

 次、214、215ページ、８款１項１目特定健康診査等事業費で、平成25年度から 49 

無料で診断を受けられるようにしましたが、その効果を踏まえての数字なのか、 50 

受診目標率は30パーセントということで報告があったのですが、どうも予算と 51 

の対比で見ると効果があった数字なのかどうかがわからないのです。30パーセ 52 

ントというのは今年度の受診の予想から見てパーセントとして挙げた目標なの 53 

かどうかについてお伺いしたいと思います 54 

 次、214、215ページ、８款２項１目保健衛生及び疾病予防費の中での説明欄、 55 

健康なまちづくり推進事業ということで計上されている事業、計画されている 56 

主な事業についてお伺いしたいと思います。 57 

 １人当たりの医療費の額は決算では順位が示されていて、本市では全道でも高 58 

い水準で推移していると思うのですが、特に退職被保険者の費用額が上位にあ 59 

ると思っているのですが、疾病予防との関係で医療費を下げるための事業計画 60 

がなされているのかどうかをお伺いしたいと思います。 61 

寺嶋副主幹 私から窪之内委員の質疑にお答えいたしたいと思います。 62 

 まず、１点目の限度額の改正を含め、新年度に予想されている制度改正はとい 63 

うご質疑ですが、新年度に予想されている制度改正としては、４月に保険税軽 64 

減の拡充、課税限度額の引き上げ及び新たに70歳に到達する方の一部負担金の 65 

見直しがあり、来年１月には高額療養費の自己負担額の見直しがあります。改 66 

正の内容なのですけれども、まず賦課限度額のほうなのですが、後期高齢者支 67 

援金等分の課税限度額を14万円から16万円に改定します。それと、介護納付金 68 

分の課税限度額を12万円から14万円に改定します。課税限度額引き上げによる 69 

影響世帯数と影響額の見込みですけれども、影響世帯数は187世帯、影響額総額 70 

は540万4,000円と見込んでおります。 71 

 続きまして、低所得者に対する保険料軽減の対象世帯の拡大ということで、２ 72 

割軽減の拡大、軽減対象となる所得基準額を引き上げます。５割軽減の拡大に 73 

つきましては、現在２人世帯以上が対象ですけれども、単身世帯についても対 74 

象とすることとしまして、軽減対象となる所得基準額を引き上げるというもの 75 

です。軽減拡大による影響世帯数と影響額の見込みですけれども、影響世帯数 76 

は963世帯、影響額総額は2,190万円となっております。今のところは、税率の 77 

改正については検討しておりません。 78 

 続きまして、２点目の参考資料20から22ページの調定額内訳の世帯数、被保険 79 

者数はいつの時点を基準としているのか、また今後の加入世帯数と被保険者数 80 

及び軽減世帯数の動向についてということのご質疑ですけれども、請求額の内 81 

訳にある世帯数、被保険者数は平成24年５月末から平成25年10月末時点の数に 82 

平成23年度からの世帯数、被保険者数の推移を参考にし、予想したものです。 83 

また、今後の加入世帯数、被保険者数及び軽減世帯数については、現在も減少 84 

傾向にありますが、引き続き減少していくものと予想しております。 85 

 ３点目の加入世帯数に占める軽減世帯数の道内各市との比較というご質疑です 86 

が、平成25年度の一般世帯の医療及び後期に関する数字しかありませんけれど 87 

も、一般加入世帯数に占める軽減世帯の割合は58.3パーセントとなっておりま 88 
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す。これは、道内35市中14番目に多い割合となっております。 89 

 続きまして、４点目の滞納総額及び調定に占める滞納額の道内各市との比較と 90 

のご質疑ですが、調定額に占める滞納繰り越し分の額については平成24年度決 91 

算時点での数字しかありませんけれども、調定額８億4,921万8,388円に対し、 92 

滞納繰り越し分は１億9,578万8,288円となっておりまして、この数字は道内35 93 

市中20番目に多い割合となっております。予定される不納欠損金額と予算計上 94 

につきましては、平成26年度予算積算時におきまして平成24年度不納欠損額と 95 

同程度の不納欠損額を見込んでおりまして、額にしますと2,600万円程度となり 96 

ます。 97 

 ５点目の短期被保険者証及び資格証明書交付世帯数、そのうち納付相談にも応 98 

ぜず、特別対策が必要と位置づけられている世帯数とその対応というご質疑で 99 

すが、平成26年３月12日現在で短期証交付世帯は412世帯、資格証明書交付世帯 100 

は47世帯となっています。そのうち納付相談にも応ぜず、特別な対策が必要と 101 

位置づけられているのは短期証の更新に来なかった168世帯と資格証明書交付世 102 

帯の47世帯の合計215世帯となります。 103 

越前副主幹 特別対策世帯215世帯についてなのですが、国保担当と連携いたしまして、夜間 104 

訪問、夜間納税相談窓口等を開設しているのですが、その納付相談の機会を設 105 

けたにもかかわらず、一切相談に応じない、一切連絡がないという方々に対し 106 

ては差し押さえ可能な財産が判明した場合には滞納処分等を行う場合がござい 107 

ます。 108 

寺嶋副主幹 引き続きまして、特定健康診査事業費につきましてお答えいたします。今年度 109 

からの無料化の効果を踏まえての新年度の受診目標率についてのご質疑ですが、 110 

特定健診につきましては受診しやすい環境の整備ということで、平成25年度か 111 

ら受診者負担金を無料化したところです。この結果、25年度は何とか目標の25 112 

パーセントを達成できそうな状況にあります。今後も未受診者対策などに力を 113 

入れ、26年度は27パーセントを目標に取り組んでいきたいと考えております。 114 

 続きまして、健康なまちづくり推進事業で計画されている主な事業についての 115 

ご質疑ですが、健康なまちづくり推進事業に要する経費では、基本健診、がん 116 

検診、医療費通知、65歳から74歳のインフルエンザ予防接種の助成を行ってい 117 

るほか、健康への関心を高めてもらおうと市民健康まつりも計画しております。 118 

 続きまして、１人当たりの医療費の額について、全道でも高い水準で推移して 119 

いる。特に退職被保険者の費用額が上位にあることで、医療費を下げるための 120 

事業計画はとのご質疑ですが、１人当たり医療費は全道平均に対しまして平成 121 

21年度は全体で8.8パーセント高かったものが平成24年度には5.6パーセントに 122 

下がりました。また、一般分は8.1パーセントから5.8パーセントに、退職分は 123 

15.4パーセントから2.1パーセントに下がって平均に近づいていますけれども、 124 

全道平均よりは高い状態にあります。そこで、事業計画としましては、医療費 125 

通知、ジェネリックの差額通知、重複受診者、頻回受診者などの訪問指導によ 126 

る医療費適正化、特定健診の受診率向上とその後の保健指導等での重症化予防 127 

に努めてまいりたいと考えております。 128 

窪 之 内 １点目の件なのですけれども、影響額ということで、限度額が上がって187世帯 129 

の人たちで歳入としてふえるのが540万円だと思うのですが、反対に軽減での 130 

2,190万円というのは下がる、被保険者が安くなるということなので、差額とし 131 

ては1,500万円程度なので、これは収支に影響はないと受けとめていいのかお伺 132 
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いしたいと思っているのと、２割と５割だけで、７割軽減は何も変更がなかっ 133 

たということなのですけれども、所得の基準の引き上げということで２割軽減 134 

も５割軽減も基準が引き上がったというのですけれども、どの程度の基準の引 135 

き上げがあったのか。963世帯なので、その中に単身もいるのかもしれないので 136 

すけれども、それなりの所得の引き上げでも可能になったのかなということで 137 

お伺いしたいと思います。 138 

 それと、調定額の算定の基礎なのですが、基礎の数字は聞いたのですけれども、 139 

心配したのは実際の数よりも多い数字で算定しているのかと思って、これが平 140 

成24年度５月末から25年度４月末かな、それと23年度までの推移を計算してと 141 

言ったのだと思うのですけれども、そうした中で計算していって調定額を大き 142 

く見てしまうと後の収支で大変になるのかなと思ったのですが、これは大丈夫 143 

だと捉えていいのかどうかをお伺いいたします。 144 

 あとは、加入世帯に占める軽減世帯数の比較ですが、35市中14位ということは 145 

それなりに、半分よりは上ですので、高いほうだと思うのですが、ただ58.3パ 146 

ーセントというのは、順位だけ見ると高いほうなのですが、パーセントで58パ 147 

ーセントぐらいがたくさんいるということなのか、少ないところでいえば30パ 148 

ーセントぐらいなのか、その辺は多いと見ていいのかどうか、平均値なのかど 149 

うか、もしかすると、14位から20位ぐらいまでは同じようなパーセントで推移 150 

しているのであれば、大体平均と捉えていいのかなと思っているのですけれど 151 

も、その辺どんなふうに捉えたらいいのかということをお伺いしたいと思いま 152 

す。 153 

 次ですが、短期保険証と資格証明書の関係なのですが、更新に来なかった世帯 154 

が168世帯あるということで、これは412世帯のうちの168世帯というのは多いな 155 

と思ったのですが、保険証がないと医療機関にも行けないということで、滞納 156 

対策と一緒に保険証をきちんと世帯に交付するということを考えると、やっぱ 157 

り放っておけないのではないかと思うのですけれども、こうした168世帯が例年 158 

から見て、半年過ぎると結構ちゃんと更新に来て保険証が渡るという状況にな 159 

るのか、その辺の状況についてお伺いしたいと思います。 160 

 あと、特定健診、説明があったとき受診目標率30パーセントと説明したと思う 161 

のですけれども、答弁では27パーセントを目指したいということだったので、 162 

これは目指すのは27パーセントだけれども、予算は30パーセント計上したとい 163 

うことなのか、その違いについてお伺いしたいと思います。 164 

榎木課長 まず、限度額と軽減の関係でございますけれども、こちらのほうは地方税法等 165 

がまだ成立してございません。３月末に成立の見込みということでございまし 166 

て、その提案されている中身でのご回答となります。まず、お金の流れという 167 

ところでございますけれども、課税限度額引き上げにつきましては当然税自体 168 

が増収となります。軽減については、2,190万円が軽減、要するに税金が安くな 169 

ります。調定の収納額が減ります。ただ、その分につきましては一般会計から 170 

繰り入れという形になりまして、そちらのほうは道と市のほうで支払っていた 171 

だくというような形になってございます。 172 

 ２割、７割軽減の基準、引き上げの内容でございますけれども、２割軽減につ 173 

きましては１人当たり35万円掛ける人数となっているところでございまして、 174 

そこの部分が35万円が45万円に引き上がるということであります。５割軽減に 175 

つきましては、今まで１人世帯というのは５割軽減の対象にならないとなって 176 
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いまして、被保険者数引く本人ということでゼロ人ということ。今回本人とい 177 

うのがなくなりまして、被保険者数、要するに１人でも軽減になるということ 178 

でございます。 179 

石原主査 まず、軽減制度によって所得が上がったものというのはどの程度かというご質 180 

疑なのですが、２割軽減につきましては、現行は基準額としまして33万円プラ 181 

ス35万円掛ける被保険者数となっております。それが今後の見込みとしまして 182 

は、33万円プラス先ほどの35万円が45万円掛ける被保険者数と改正になる見込 183 

みでございます。次に、５割軽減につきましては、現在は２人世帯以上が対象 184 

になっておりますが、この基準額としましては33万円プラス24万5,000円掛ける 185 

被保険者数マイナス世帯主となっております。こちらが改正後の見込みにつき 186 

ましては、基準額が33万円プラス24万5,000円掛ける被保険者数となっておりま 187 

して、マイナス世帯主というものがなくなっております。そのため、現行では 188 

単身世帯につきましては対象となりませんが、単身世帯も対象になる形となり 189 

ます。 190 

 所得割の算定額に対する所得の基準につきまして実際より多いのではないかと 191 

いうご質疑についてですが、こちらにつきましては最新としましては国の調整 192 

交付金の調査の中に基準総所得調査というものがあります。こちらも前年度の 193 

分と同じ時点、直近で比較しておりますが、こちらについても若干の増となっ 194 

ております。今後につきましても、この所得が大幅に落ちる要素が現行ではな 195 

いと見ておりますので、現行の算定基準でも問題ないと判断しております。 196 

寺嶋副主幹 短期証の更新についてですけれども、短期証更新に来なかった世帯なのですが、 197 

証の有効期限が切れる１週間前までに各自手元に届くような形で郵送させてい 198 

ただいております。 199 

 続きまして、特定健診の受診率の関係ですけれども、先ほど窪之内委員が言わ 200 

れましたように予算上の目標はあくまでも30パーセントで、実際の目標として 201 

27パーセントをことしは掲げているということです。 202 

石原主査 先ほどの軽減世帯の道内での割合につきまして、滝川市については58.3パーセ 203 

ントと全道14位ということでしたが、こちらの全道平均としましては57.2パー 204 

セントとなっております。58パーセントという数字ですけれども、一番低いと 205 

ころは44.7パーセントとなっておりまして、50パーセント台、こちらが全体の 206 

中ではかなり多いような形になっております。 207 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 208 

坂  井 182、183ページです。先ほど説明の中で収納率全般に関することなのですが、 209 

平成25年度予算と変化がないという説明がありました。その変化がないとした 210 

理由について伺います。また、具体的な未納対策、収納対策について伺いたい 211 

のと、もし法的に法にのっとらない部分で何かやっていることがあれば、それ 212 

について伺います。 213 

 それと、215ページ、健康なまちづくり推進事業に要する経費で、先ほど健康ま 214 

つりを開催するという説明があったのですが、その場所についてことしどこで 215 

やるかということをお伺いします。 216 

寺嶋副主幹 まず、収納率の関係、こちらにつきましては24年度の決算における収納率が92.86 217 

パーセントということと、あと平成25年度の執行状況から予測し、算出したも 218 

のであります。 219 

 続きまして、健康まつりですけれども、ことし高林デパートから三番館が抜け 220 
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られまして、新たに会場をどちらでやるかということを、同じ規模でやるのか、 221 

それとも縮小した規模でやるのか、その辺も含めて今場所を探しているところ 222 

であります。 223 

越前副主幹 まず、法にのっとった収納対策ということになりますと、督促状の送付、それ 224 

から催告状です。あと滞納処分という形になりますが、その中で、先ほども申 225 

し上げましたが、夜間訪問ですとか夜間相談窓口の開設等を行いまして収納対 226 

策というものを国保担当と連携して行っております。 227 

坂  井 それでは、収納率について再質させていただきますが、195ページで１款２項１ 228 

目保険税賦課事務に要する経費というところの説明で、先ほどコンビニ収納を 229 

来年度から始めるということの説明がありましたが、それについてはどういっ 230 

た目的で始めるのかということをお伺いします。 231 

越前副主幹 コンビニ収納の目的ですけれども、市民の利便性を第一に考えて実施したいと 232 

考えております。収納機会の増大ということを考えております。 233 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 234 

大  谷 特定健診について、去年25パーセント、本年度27パーセントということなので 235 

すが、その対象者についてですけれども、それぞれ個人で人間ドックを利用し 236 

ているだとか、例えば施設や病院に入院しているだとか、そういった人たちは 237 

どういうカウントになってこのパーセントが計算されているのかということが 238 

１点。 239 

 それから、もう一点としては、未納対策についていろいろと出ておりましたけ 240 

れども、いろいろやって差し押さえ、滞納処分までいくのだけれども、資格証 241 

が切れたとしても、督促をいろんな方法でしたけれども、支払いもしない、滞 242 

納のままだけれども、期間が切れる１週間前に届くということであれば、また 243 

次年度には納めないままこれが利用できるという状況なのかお伺いします。 244 

寺嶋副主幹 特定健診の関係ですけれども、特定健診の場合、施設入所されている方につい 245 

ては除外してパーセントを出しております。人間ドックについては、データを 246 

いただいて、受診率のほうに入っております。 247 

越前副主幹 資格証の関係のご質疑ですが、資格証対象者が滞納を継続したとしても資格証 248 

をそのまま使えるのかということでしょうか。 249 

（何事か言う声あり） 250 

越前副主幹 短期証のままずっと継続というわけではございません。滞納状況によって、短 251 

期証の方が資格証という形になる場合もございます。 252 

金子主査 今ほどの大谷委員のご質疑は、有効期限が切れる前に短期証が結果的に被保険 253 

者のもとに届くのではないかというご質疑だったように思います。お手元に１ 254 

週間前までには必ずお送りをする。これは、未納対策として短期証の交付をし 255 

ているというよりも、納税者との接触を目的としているものですから、資格自 256 

体はずっと国民健康保険の被保険者としての資格をお持ちなものですから、こ 257 

れは確実に資格者のもとに証をお送りするというような対応をとっているとこ 258 

ろでございます。 259 

大  谷 どうもよくわからないのだけれども、そういう人たちが健康保険の関係で短期 260 

証、そういうのを持っていて、納付に全然応じないような人たちがいると、そ 261 

ういう場合に実際に子供なりが病気になったときだとか、また何もないけれど 262 

も、病院に行っても診ていただけると、そういう状況にはなっているのですよ 263 

ね。非常に難しい問題なのですけれども。 264 
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寺嶋副主幹 そういった形で資格証になられている方でも、こういった状況で病気なので、 265 

かかりたいという場合は申し出ていただければ、期間は短いのですけれども、 266 

短期証という形でお出しして、それで病院にかかっていただいております。高 267 

校生以下の子供たちについては、６カ月有効の短期証という形でお送りしてい 268 

ます。 269 

大  谷 それでは、短期証を出してもらって病気の治療をしてもらうと、しかしそれが 270 

また積み重なって未納になっていくというケースもあり得るということでいい 271 

のですね、当然ありえるのですね。それらについての対応をお伺いします。 272 

越前副主幹 収納対策、納税担当のほうからの対策なのですけれども、先ほど申し上げたよ 273 

うに差し押さえ等の処分も当然ございますが、そういった徴収の努力をしたに 274 

もかかわらず、ご家庭の状況によってどうしても徴収に至らないと判断した場 275 

合につきましては滞納処分の執行を停止すると、処分停止という形になってお 276 

ります。 277 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 278 

渡  辺 それでは、国保税、市民にとっては苛酷税なのですが、所得の１割を超える国 279 

保税を納めている、その課税状況をちょっとお尋ねしたいと思います。60万円 280 

を超えて課税されている世帯数でございます。課税最高額とその世帯数。課税 281 

平均の税額と全世帯数、26年度はどのように見ているかということでのこれを 282 

お伺いします。 283 

 ２点目ですが、181ページです。歳出の合計は53億円ほどということで、その中 284 

での２の保険給付費が37億円いかほどかなのですが、市民は高い国保税を納め 285 

ても、結局は病気になったら国保の給付をもらわなければいけないというよう 286 

なことで思っているわけであります。したがって、割り返してみれば70パーセ 287 

ント程度の給付率になるわけです。さらにまた、医療費のほうは２割、３割負 288 

担の方々が多くて、結局は経費のロスが大変多いのではないかというようなこ 289 

とでもって、ここのところのお答えをいただければと思います。 290 

 ３点目でございますが、180ページの前期高齢者の交付金なのですが、本年度は 291 

前年度と比較して１億2,200万円程度の減です。人数が減ったという、それはそ 292 

うかもしれませんが、この交付金の流れです。どのようにずっと流れていって 293 

いるのかということで、前期高齢者が納めたもの、その交付金の流れ、これを 294 

説明していただければと思います。 295 

 ４点目ですが、182、183ページです。説明のところの欄ですが、一般被保険者 296 

国民健康保険税の１、２、３ですか、現年課税分においてどれも収入見込み額 297 

が93パーセント、ぴったりとしている。この根拠をご説明いただければと思い 298 

ます。 299 

 ５点目、197ページで、先ほどからいろいろと滞納とかがありましたけれども、 300 

説明欄に収納向上のための特別対策事業、だんだんこの経費も上がって、いよ 301 

いよ1,000万円を超えたわけであります。それで、先ほどからもありましたとお 302 

り、費用対効果です。特別事業で行って、93パーセントの収納率のうち何パー 303 

セントぐらい特別事業で稼いでいるのかということでのお答えをお願いしたい 304 

と思います。 305 

石原主査 １点目のご質疑につきまして、平成25年度当初賦課時点のデータが手元にある 306 

のですけれども、まず年に60万円を超えて課税されていた世帯数につきまして 307 

233世帯となっております。次に、課税最高額、25年度は77万円でありましたが、 308 
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その課税であった世帯数は115世帯ありました。次に、市民の課税平均額、こち 309 

らにつきましては年間13万円ということになっております。また、最後の平成 310 

26年度の課税世帯数の見込みということなのですが、こちらはトータルで7,406 311 

世帯と予想しております。 312 

寺嶋副主幹 ２点目、保険給付費の37億円は給付率が70パーセント程度で経費のロスが大き 313 

いのではないか、ほかの款の節約項目はないのかとのご質疑ですが、平成26年 314 

度の医療費のうち、滝川市国保が負担する分の見込み額が約37億円になったと 315 

いうことでありまして、給付率が70パーセントということではございません。 316 

既に節約している状況にはありますけれども、今後も削れる部分は削るという 317 

姿勢で国保を運営していきたいと考えておりますので、ご理解ください。 318 

 ３点目、前期高齢者交付金について前年度と比べ１億2,200万円減になっている 319 

理由と交付金の流れについてのご質疑ですが、前期高齢者交付金は毎年前々年 320 

度の精算分が発生しますが、平成26年度においてはこの精算分１億6,788万7,000 321 

円が影響しまして、結果として前年度を下回ると予想しました。また、この制 322 

度は、65歳から74歳までの前期高齢者の加入率が全国平均を上回ると交付金が 323 

交付される仕組みとなっております。 324 

 ４点目、国民健康保険税の現年課税分について収納率を93パーセントとする根 325 

拠はとのご質疑ですが、これは平成24年度の決算における収納率92.86パーセン 326 

トと平成25年度の執行状況から予測し、算出したものです。 327 

 ５点目、収納率向上特別対策事業に要する経費について、1,000万円の費用対効 328 

果は93パーセントの収納率の何パーセントくらいを徴収しているのかとのご質 329 

疑ですが、収納率向上特別対策事業に要する経費の主な内訳としましては、嘱 330 

託徴収員２名の人件費で約420万円、嘱託職員１名と臨時職員１名に係る人件費 331 

で約190万円、短期証、催告書などの郵送料や携帯電話料金等で約90万円となっ 332 

ております。前年度よりふえていますのは、平成26年度から実施する市税のコ 333 

ンビニ収納の国保税負担分を計上したためです。24年度実績では嘱託徴収員２ 334 

名で817万362円を徴収しておりまして、これは国民健康保険税の徴収金額の80 335 

パーセントに相当する額でありますことから、その効果は高いと考えておりま 336 

す。ご質疑の93パーセントは現年の収納率で、嘱託徴収員は現年分と滞納繰り 337 

越し分を徴収しているため、一概に何パーセントとは申し上げることはできま 338 

せん。なお、徴収に係る経費の約４割については、北海道からの補助金が交付 339 

されております。 340 

渡  辺 最後のところの５点目のコンビニの経費、その国保分、これはどれぐらい予定 341 

しているのか伺います。 342 

石原主査 コンビニエンスストア納付の手数料としまして79万円ほど見込んでおります。 343 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 344 

井  上 よくわからないのだけれども、高額医療費というのだけれども、先ほどの説明 345 

で80万円以上と、それから30万円から80万円ということで、件数もさっき何か 346 

言ったようなのだけれども、もう一回言ってほしいのだけれども、それとこの 347 

件数というのは公的病院とそれ以外とどういうような割合になっているのかお 348 

願いします。 349 

 それと、先ほど窪之内委員から限度額の質疑があったのだけれども、先ほどの 350 

影響額が187戸で540万円ということで、限度額が高いほうの人の話だと思うの 351 

だけれども、それを割り返したら３万円ぐらいになるのだけれども、限度額の 352 
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引き上げというのをもう一回言ってください。 353 

 それと、例えば事例でいうと70歳の人が実際介護保険だとか、そういうところ 354 

に該当するというようなこと、具体的にそのぐらいの例をとって保険料を言っ 355 

ていただきたい。 356 

 それと、もう一つは、先ほどの窪之内委員の質疑でいうと、限度額はここ数年 357 

値上げされていないということがあるのだけれども、これはどういう状態にな 358 

ったら、基本的なというか、初歩的な質疑になるけれども、どういうふうにな 359 

ったら上げる状況になるのか、そこのところも１点お願いします。 360 

寺嶋副主幹 私から共同事業拠出金、共同事業の仕組みについてのお話をさせていただきま 361 

す。 362 

 歳出につきましては、高額医療費の実績から出すことになりまして、前々年度 363 

とその直前２年間の計３年間の全道医療費の実績と滝川市の医療費の実績の率 364 

で案分し、その年に必要と思われる拠出金に掛けたものが滝川市の拠出金とな 365 

ります。保険財政安定化のほうも同じ中身なのですけれども、半分は同じよう 366 

に医療費の案分で、もう半分は一般被保険者数の案分となります。歳入につき 367 

ましては、その年の実際にかかった医療費の実績で受けることになります。高 368 

額医療費共同事業交付金は、１件80万円を超えたもので超えた額の合計額の100 369 

分の59が交付され、保険財政共同安定化事業交付金は１件30万円を超えるもの 370 

とし、そのうち８万円を超えて80万円までの部分の合算額の100分の59が交付さ 371 

れることになります。 372 

（何事か言う声あり） 373 

寺嶋副主幹 件数については、今手元に資料ありませんので、わかりません。申しわけあり 374 

ません。 375 

石原主査 こちらのご質疑の高額医療費共同事業、あと保険財政共同安定化事業のレセプ 376 

トの関係ですけれども、こちらについては計算式というのが定まっていまして、 377 

道内の全市町村のこういう対象のレセプトの医療費とかから何年か分で割り返 378 

されてきますので、単一に滝川の分という形では算出されてこないものとなっ 379 

ておりまして、今手元にはその資料についてはありません。ご理解お願いしま 380 

す。 381 

榎木課長 共同事業の補足なのですけれども、高額療養費の共同事業という制度は、都道 382 

府県単位であるとか国単位であるとか、そういったところの共同事業でありま 383 

して、病院にかかったときの高額療養費、こちらのほうの件数については参考 384 

資料の24ページ２段目、高額療養費という欄がありまして、そちらの左側のほ 385 

うに件数と書いてございます。こちらは21年からの件数が載ってございます。 386 

 限度額引き上げのタイミングということでございますけれども、先ほど窪之内 387 

委員が言いましたように平成24年、25年、これについては国のほうの地方税法 388 

の施行令の改正がございませんでしたので、引き上げているところはどこもあ 389 

りません。限度額について、今回ですけれども、今月の３月末ごろに地方税法 390 

等の改正が予定されていまして、それが通りましたら引き上げするのか、しな 391 

いのかという市町村の判断となってございます。それで、毎年というか、条例 392 

改正とかそういった形で行っているということと、あと国のほうの考えでござ 393 

いますけれども、２年間あきましたけれども、協会けんぽ、今限度額、最高限 394 

度が115万円になってございます。そこまで引き上げるという考えを持っている 395 

ようでございまして、現在国のほうではその引き上げに関するルールづくりと 396 
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いうのを検討していると聞いてございます。 397 

石原主査 まず、70歳の方で限度額に到達する方の収入につきまして、まず夫婦２人世帯 398 

で換算しますと給与収入で見まして748万2,000円、この金額を超えてくると上 399 

限額に到達いたします。上限にいたしましては67万円になる見込みでございま 400 

す。 401 

井  上 高額医療費というのが件数もわからない、そして公的病院とそれ以外という割 402 

合もわからないと、それでいいのか。これは資料要求する。 403 

委 員 長 井上委員、今のは今すぐ答弁が出なければ資料要求ということですか。 404 

石原主査 高額医療費共同事業、先ほどのご質疑にありました件数につきまして手元に平 405 

成25年分の資料があるのですが、584件を見込んでおります。保険財政共同安定 406 

化事業拠出金に関係する件数につきましては、3,231件を見込んでおります。 407 

井  上 先ほどの説明のときに30万円以上から80万円、それから80万円以上ということ 408 

を言ったので、それで件数は幾つあるのですかと聞いたのだ。584件あるのか。 409 

石原主査 件数としましては、年間で先ほどお答えしたとおりの対象件数となります。高 410 

額医療費につきましては584件が対象となり、保険財政共同安定化事業につきま 411 

しては年間で3,231件が対象となっております。 412 

委 員 長 数値が出てきましたけれども、資料はよろしいでしょうか。 413 

井  上 これだけあるというのなら。 414 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 415 

副委員長 窪之内委員からも質疑がありましたけれども、医療費の額を下げるという意味 416 

での対策の中にジェネリックの導入というのもありましたけれども、一般質問 417 

でも質問いたしましたが、ジェネリックを推奨、啓蒙するという事業はいつか 418 

らスタートしたのかというその時期と、現在までジェネリックに変更したとい 419 

う人の数がわかればそれと、もう一点は、今この事業を進めていて何か問題点 420 

とか課題が現状あるのかどうなのか、呉市の状況では医師だとか薬局の理解を 421 

得るのに非常に苦労したという実情がありましたけれども、当市にもそういう 422 

何かがあったら、その問題についてお聞かせを願います。 423 

寺嶋副主幹 ジェネリックの関係なのですけれども、希望カードということで保険証の入れ 424 

物、そちらにジェネリックを推奨するロゴを入れたものを配るという事業を平 425 

成21年10月から行っております。平成22年以降も新規加入者、希望者に対し、 426 

1,000枚配付しております。平成26年度につきましても、新規加入者及び希望者 427 

に1,000枚配付することになっております。個別差額通知ということでは、平成 428 

21年２月に193件、平成22年12月に433件、平成23年11月に654件、平成24年11 429 

月に549件、平成25年11月に573件を差額200円以上を対象に送っております。そ 430 

れと、平成26年度につきましてはジェネリックの使用促進通知効果検証報告書 431 

作成業務ということで４万8,600円を計上しておりまして、実際にジェネリック 432 

にしてくださいといった通知を送った方がどれだけ変えたのかという効果を検 433 

証するために、堀委員が言われた部分、そのことをやる予定になっております。 434 

効果を検証しつつ、さらなるジェネリック医薬品の啓発、使用促進に努めたい 435 

と考えております。現状では特に大きな問題というか、そういったものはござ 436 

いません。 437 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 438 

渡  邊 大変厳しい国保の会計予算だと思うのですけれども、どこの会計も同じだと思 439 

うのですけれども、消費税が５から８にアップになる。この影響というのは、 440 
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国保の会計の中で恐らく影響があるのは保健事業費の関係かなと思うのですけ 441 

れども、わかる範囲で結構ですけれども、影響額がこれぐらいになったという 442 

のがあればお願いしたいと思います。また、消費税アップによる保険者に対す 443 

る軽減の措置の仕方として現時点で、現行でもやっていると思いますけれども、 444 

新たな軽減的な対策というか、そういうものがもし考えをお持ちであれば、お 445 

聞きしたいと思います。 446 

石原主査 消費税につきましては、約80万円前後を予定して、８パーセントの影響がある 447 

と考えております。 448 

 軽減の対象につきましては、引き続き現行どおりで考えております。 449 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 450 

（なしの声あり） 451 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保なしと確認してよろしいでしょうか。 452 

（異議なしの声あり） 453 

委 員 長 それでは、以上をもちまして議案第２号の質疑を終結いたします。 454 

 入れかえのため暫時休憩いたします。 455 

休  憩 １１：３９ 456 

再  開 １１：４１ 457 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 458 

 議案第５号 平成26年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算 459 

委 員 長 議案第５号についてでございますが、説明と質疑まで受けて午前中は終了し、 460 

午後から答弁をいただく形としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 461 

（異議なしの声あり） 462 

委 員 長 それでは、議案第５号 平成26年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算につい 463 

ての説明を求めます。 464 

伊藤参事 （議案第５号を説明する。） 465 

委 員 長 説明が終わりました。 466 

 質疑ございますか。 467 

窪 之 内 新年度の制度改正についてはかなり詳しく説明されたので、軽減基準の拡大の 468 

ところだけお伺いしたいのと、税率その他、均等割額も違うので、被保険者へ 469 

の通知は広域がやるのか、市がやるのか、市がやるとしたらいつ、どういった 470 

形でお知らせするようになるのかについてお伺いしたいと思います 471 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 472 

渡  辺 先ほど保険料率等がありましたから、その中で保険料の最も多い段階の収入と 473 

その保険料と人数、この３つをお願いします。それが１点目です。 474 

 ２点目でございますが、後期高齢者が支払った保険料がこの流れ、役所とか広 475 

域連合とか医療機関とか、それで本人と、こんな関係をシミュレーションみた 476 

いなものでお願いします。 477 

 ３点目です。批判の多い後期高齢者保険が国保に組み込まれたとき、高齢者保 478 

険料の流れはどのように、これも変化が予想されるのかということで、お伺い 479 

します。 480 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 481 

（なしの声あり） 482 

委 員 長 それでは、時間がありますので、午前中に答弁を求めるということでよろしい 483 

でしょうか。 484 
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（異議なしの声あり） 485 

委 員 長 それでは、窪之内委員の質疑に対しての答弁を求めます。 486 

石黒主査 １点目、新年度は保険料改定によりまして軽減基準が拡大となっておりますが、 487 

主な内容でございますが、これまでの２割軽減、それから５割軽減、これにつ 488 

いての対象者が拡大となっております。例を申しますと、２割軽減につきまし 489 

てはこれまで対象となっておりませんでした収入の基準でございますけれども、 490 

これが引き上げになりまして、今回203万１円から213万円までに該当する方に 491 

つきましては新しい改定によりまして２割軽減の対象となっております。これ 492 

につきましては、単身世帯を例に今挙げております。また、夫婦の世帯につき 493 

ましては、同じように２割軽減の拡大範囲でございますが、238万１円から258 494 

万円までの方が拡大となっております。また、５割軽減の拡大でございますが、 495 

拡大によりまして一部の方につきましてはこれまで２割軽減であった方が基準 496 

収入額の引き上げによりまして５割軽減に該当するように改定となっておりま 497 

す。例を申し上げますと、単身世帯の方につきましては168万１円から192万5,000 498 

円の方、それから夫婦等の複数世帯、被保険者が複数いらっしゃる方につきま 499 

しては192万5,001円から217万円となっております。なお、５割軽減につきまし 500 

ては、改定前までは夫婦ともに被保険者という世帯に限られておりましたけれ 501 

ども、今回の改正によりまして単身世帯の方も該当と拡大をされております。 502 

 続きまして、２点目、保険料改定等に係る通知でございますけれども、26年度 503 

からの保険料でございますので、当市の場合当初の保険料の確定賦課が６月と 504 

決まっておりますので、６月の26年度の保険料通知の際にその改定率等を明記 505 

して、それぞれ納付書、ご案内を郵送するという流れになっております。 506 

委 員 長 それでは、引き続き渡辺精郎委員の質疑に対する答弁を求めます。 507 

榎木課長 それでは、まず保険料でございますが、最高限度額、今回26年度の改定により 508 

まして今までの限度額の55万円から57万円へと２万円引き上げとなっておりま 509 

す。これについては、所得で申しますと約526万円を超える方がこの57万円の上 510 

限額に達する見込みとなっております。なお、新年度の該当人数につきまして 511 

はまだ押さえておりませんが、平成25年５月末現在、まだ改定前ですので限度 512 

額は55万円でございますけれども、これらの対象人数が41人となっております。 513 

 それから、次に２点目、保険料の流れでございますけれども、保険料におきま 514 

しては賦課計算につきましては北海道の広域連合の札幌の本部で賦課計算をし 515 

ておりますが、徴収につきましては各被保険者の住民登録のある市町村で徴収 516 

をすることとなっておりまして、滝川市の後期高齢者の保険料につきましては 517 

滝川市において徴収を行いまして、定期的に広域連合のほうと収入の確認を行 518 

いながら、札幌の広域連合に納付する仕組みとなっております。 519 

 後期の制度から国保に組み込まれたときの変化はということでございますけれ 520 

ども、大変申しわけございませんけれども、どのような形でというか、想定が 521 

ちょっとできませんので、お答えのほうはできません。 522 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 523 

（なしの声あり） 524 

委 員 長 質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 525 

（異議なしの声あり） 526 

委 員 長 以上をもちまして議案第５号の質疑は終結いたします。 527 

 本日まで３日間質疑を行ってまいりましたが、総括質疑への留保は、滝川市土 528 
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地区画整理事業特別会計予算設置の理由及び意義についての１件ということで 529 

確認してよろしいでしょうか。 530 

（異議なしの声あり） 531 

委 員 長 異議なしと確認いたしました。 532 

 それでは、これより休憩に入ります。 533 

休  憩 １２：００ 534 

再  開 １３：２９ 535 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 536 

 総括質疑 537 

委 員 長 これより市長に対する総括質疑を行いますが、審査の過程の中で特に留保され 538 

た事項に限りますので、ご承知おき願います。 539 

渡  辺 それでは、滝川市土地区画整理事業特別会計を設置するということでの質疑を 540 

１つ留保いたしましたので、市長答弁をよろしくお願いします。 541 

 特別会計を設置する理由というようなことでお聞きいたしましたが、担当とし 542 

ては法律に基づいてというようなことでございます。確かにそうでしょうが、 543 

市長としてさらに詳しく、一般会計では都合が悪い、こういうことで特別会計 544 

にしたいのだというようなご説明をぜひよろしくお願いします。 545 

市  長 それでは、渡辺精郎委員のご質疑にお答えさせていただきたいと思いますが、 546 

なぜ一般会計ではだめなのかということでございますけれども、市施行の土地 547 

区画整理事業の中で施行地区内の地権者の皆さんから減歩によって保留地を設 548 

け、その処分による特定の歳入をもって歳出に充てるということでございます。 549 

地方自治法第209条第２項によって、これは特別会計を設置し、事業に対する透 550 

明性を高めるということでございます。そのための特別会計ということでござ 551 

います。今回西２号通の街路につきましては、土地区画整理事業の中において 552 

街路整備を行うということで、法律にのっとって特別会計を設置しなければい 553 

けないということでございますので、そのための条例をお願いしているわけで 554 

ございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 555 

委 員 長 以上をもちまして市長に対する総括質疑を終了し、全ての質疑を終結いたしま 556 

す。 557 

 討論 558 

委 員 長 これより討論に入ります。 559 

 討論の順序につきましては、初日に決定しておりますとおり、市民クラブ、新 560 

政会、公明党、渡辺精郎委員の順となっております。 561 

 最初に、市民クラブ、大谷委員。 562 

大  谷 それでは、26年度第２予算審査特別委員会の討論をいたします。市民クラブを 563 

代表いたしまして、第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２号から 564 

第８号まで並びに関連議案８件の全てを可とする立場で討論いたします。 565 

 アベノミクスによる経済効果がなかなか地方まで浸透しない中で、消費税増税 566 

による負担や電気料等の高騰により一層厳しい財政状況の中で予算編成に当た 567 

られました市理事者、担当部局の皆様に敬意を表しますとともに、健全財政の 568 

維持や総合計画に向けた予算編成に取り組まれましたことに感謝いたします。 569 

以下、若干の意見を付して討論といたします。 570 

 １、国民健康保険特別会計、高齢化率の上昇、医療費の増大、生活保護基準の 571 

引き下げによる医療扶助停止など、滞納者の増加が予測されます。特定健診や 572 
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高齢者の予防医療に力を入れた取り組みが重要です。収納率の向上に努められ 573 

ることはもちろんですが、保険証が交付されないことにより医療を受けられな 574 

いことのないように、各世帯の事情を勘案し、医療の公平性にも努めていただ 575 

きたい。また、国や道の負担率向上に向けて努力されたい。 576 

 ２、公営住宅事業特別会計、東町団地第２期工事に続いて緑町団地の建てかえ 577 

計画が策定予定となり、希望する市民にとって朗報です。滝川市公営住宅スト 578 

ック総合活用計画に基づき建てかえが計画されるのは当然ですが、空き住宅や 579 

風呂なし住宅の解消、高齢者向けの住宅など、現状を鑑み、年次計画の中でよ 580 

り市民のための住環境を整備されるよう求めます。 581 

 ３、介護保険特別会計、平成27年度からの第６期高齢者保健福祉計画・介護保 582 

険事業計画の計画策定に当たっては大幅な制度改革が見込まれていますが、少 583 

なくとも５期の計画を下回ることのないように、また施設入所から居宅介護可 584 

能な取り組みを盛り込むよう努力されたい。認知症高齢者などの判断能力の不 585 

十分な方に対する成年後見制度支援のための講座を実施するに当たって、応募 586 

者のみならず、広く人材を求める努力をされたい。 587 

 ４、後期高齢者医療特別会計、予防医療の推進を図り、健全運営に努めていた 588 

だきたい。 589 

 ５、土地区画整理事業特別会計、道路整備網の基本方針である都市交通マスタ 590 

ープランにのっとり、市民周知を図りながら予定どおりに整備を進められたい。 591 

 ６、下水道事業会計、合流式下水道区域の分流化工事の促進を一層進められる 592 

とともに、管渠や中継ポンプ場の修繕、更新など、施設の老朽化対策も検討さ 593 

れたい。 594 

 ７、病院事業会計、医師、看護師の確保に引き続き努力されたい。そのために 595 

も、老朽化した一部の医師住宅について民間活力の導入を基本とした改築は画 596 

期的であり、ほかにも検討すべきものがないか模索されたい。また、最新の医 597 

療機器導入についての市民周知も必要です。患者に対するお茶のサービス等に 598 

ついても検討されたい。 599 

委 員 長 次に、新政会、渡邊龍之委員。 600 

渡  邊 それでは、新政会を代表いたしまして、平成26年度第２予算審査特別委員会に 601 

付託されました議案第２号から第８号の平成26年度特別会計５件、企業会計２ 602 

件、関連議案８件の全てを可とする立場で若干の意見を付して討論をいたしま 603 

す。 604 

 今年度より消費税の増税が始まり、景気の動向に厳しさがある中においても、 605 

困難に立ち向かう姿勢を見せることが重要と思います。景気低迷からの脱却を 606 

図るべく、市民と一体となったまちづくりを力強く推進するための予算編成で 607 

あったと推測いたしますが、しっかりと市民が納得いく予算執行を強く要請す 608 

るとともに、市民生活の向上と安心のできるまちづくりを要望するところであ 609 

ります。 610 

 まず最初に、国民健康保険特別会計では、国民健康保険税の公平に努め、収納 611 

率向上に引き続き努力されたい。しかし、増税の影響、また高齢化率の上昇と 612 

当会計を取り巻く環境は厳しいものと推測しますが、皆保険制度のもと、軽減 613 

世帯に対する現状を十分把握した中での会計運営に努められたい。 614 

 公営住宅事業特別会計においては、公営住宅ストック総合活用計画と公営住宅 615 

長寿命化計画における工程表どおりの実行をされるように努めていただきたい。 616 
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また、既存住宅の営繕については、居住者との意思疎通を図り、また公平性の 617 

確保を図る上からも滞納者への徴収業務に一層努力されたい。 618 

 介護保険特別会計におきましては、第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業 619 

計画策定については法改正を十分に把握していただき、多岐にわたる項目を網 620 

羅すべく計画策定に努められたい。また、社会福祉事業団へ譲渡した施設の運 621 

営管理に対しても、指導的役割を整然と取り組むよう努められたい。 622 

 後期高齢者医療特別会計におきましては、後期高齢者医療特別会計では現行制 623 

度の中での適正執行に努めるとともに、国の制度見直しがあった際には適切な 624 

対応と情報の収集に努めていただきたい。 625 

 下水道事業会計におきましては、下水道事業の安定運営に向けては、長寿命化 626 

を推進すべく管渠の点検、調査等を確実に進めるよう努められたい。また、下 627 

水道料金滞納者に対する徴収には一層の努力をされたい。 628 

 土地区画整理事業特別会計におきましては、滝川市土地区画整理事業特別会計 629 

条例及び滝川市泉町土地区画整理事業施行条例の制定における効果的な運用を 630 

図り、スムーズな事業展開に努められたい。 631 

 最後に、病院事業会計でありますが、病院事業の安定経営については地域の医 632 

療機関との連携を強化するとともに、医師、看護師の安定的かつ継続的な確保 633 

も不可欠であり、職場環境等整備に十分な対応を図っていただきたい。また、 634 

電子カルテの導入についても前向きな検討を進めていただきたい。最新医療機 635 

器の導入については、市民に対し周知を図られたい。予算執行については、収 636 

支計画に基づき適正に行うとともに、安定経営に向けた中長期的なビジョンの 637 

構築を図られたい。 638 

 以上で新政会の賛成討論といたします。 639 

委 員 長 次に、公明党、堀副委員長。 640 

副委員長 公明党を代表し、第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２号から第 641 

８号の平成26年度特別会計５件、企業会計２件及び全ての関連議案を可とする 642 

立場で討論いたします。 643 

 政権がかわり、デフレ脱却のための経済成長戦略、アベノミクスの効果が見え 644 

始めました。地方への波及はまだですが、大いに期待できると感じます。少子 645 

高齢化が急激に進む状況下で、本市の限られた財政の中、学校の耐震化対策、 646 

市営住宅建てかえ、市民サービスの充実等の予算編成に努力されたことに感謝 647 

申し上げます。以下、若干の意見を付して討論といたします。 648 

 １、国民健康保険特別会計、ジェネリックの啓蒙推進に取り組まれていること 649 

を評価いたします。今後さらに諸課題に積極的に取り組まれたい。 650 

 ２、公営住宅事業特別会計、コスト削減の取り組みを評価いたします。また、 651 

高齢化が進む状況下で買い物難民、交通の不便さなどの諸課題解消のために、 652 

既存の住宅地域にこだわりなく検討されたい。 653 

 ３、介護保険特別会計、国の方針が示された地域包括ケアに対し、本市の取り 654 

組みは重大です。高齢者が安心して住み続けられるよう検討されたい。 655 

 ４、病院事業会計、地域包括ケアに対する取り組みに努められたい。また、ド 656 

クターのスキルアップや医療スタッフの確保に努められたい。 657 

委 員 長 最後に、渡辺精郎委員。 658 

渡  辺 市民の声連合の渡辺精郎は、第２予算審査特別委員会に付託されました平成26 659 

年度特別会計、企業会計等６件を可とし、議案第６号、滝川市土地区画整理事 660 
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業特別会計予算と議案第14号、滝川市土地区画整理事業特別会計条例、第20号、 661 

滝川市泉町土地区画整理事業施行条例を否とする立場で討論いたします。 662 

 まずもって、本予算案作成に当たり努力されました市長を初め理事者並びに関 663 

係職員の皆様に対しましてねぎらいたいと思います。今まで私は、前田市政の 664 

予算、決算には全て賛成してまいりました。今回の予算案件のうちで否とする 665 

理由は、該当議案のところで申し上げます。 666 

 それでは、可とする案件から討論いたします。それでは、まず病院事業会計で 667 

ありますが、新しい市立病院が完成し、企業会計としてしっかりかじ取り会計 668 

をしていると感じるからであります。新しい病院になり、医師、看護師もそろ 669 

ったわけですから、病床数は314に減じたものの、ぜひ８割の利用率と言わずに 670 

９割程度で頑張ってほしいものです。年間患者数、昨年より外来は900人と見込 671 

んでいますが、改築前、３Ｋと言われながら入院患者が11万6,000人から7,000 672 

人だったはずであります。明るく快適な新病院で入院患者数の減は、先行きが 673 

深刻な事態にならぬように努力していただきたいのであります。病院事業収益 674 

は昨年より4.8パーセント近く上回っていることはよろしいのですが、病院経営 675 

の基本は患者数の確保、上昇でありますので、その努力をしていただきたく存 676 

じます。 677 

 次は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計を 678 

一括討論いたします。やっと老人保健特別会計がなくなりました。このように 679 

さまざまな健康保険制度をつくった責任は、政府や国会にあります。しかし、 680 

下請で従っているだけではいけないと思います。これからの地方公共団体とし 681 

て、こんなに多くの複雑な健康保険制度では結局事務事業は自治体に課せられ、 682 

市役所では多くの職員を配置しなければなりません。民主党政権下で健康保険 683 

事業の一元化をと思っていたやさき、またもとの自民党政権に戻り、このまま 684 

しばらく続くのでしょうが、地方自治体の立場からも発信していく必要があり 685 

ます。その中でも、国民全体から批判のある後期高齢者保険会計は、息子など 686 

の家族に負担していただいていた老人に今さら自分で納めよということの批判 687 

は大きいのであります。特に民間からの市長にとってはこの課題整理に努力さ 688 

れたいことは、市長誕生時から要望していた事柄であります。 689 

 次は、公営住宅事業特別会計でありますが、公営住宅の建築は次々と新しい団 690 

地の建てかえの時期がやってまいりました。しかし、今空き公営住宅数が待機 691 

希望する住宅とはすれ違いで、だんだん多くなってきている現状もあります。 692 

市としては、これらの方々の要望を整理し、できるだけ空き住宅のないように 693 

していかなければなりません。東町団地の次に緑町公営住宅の順序がやってま 694 

いりました。緑町団地は木造２階建ての新規格で、期待しております。緑町団 695 

地の方々は、多くの人たちが緑町にそのまま住み続けたいという希望であり、 696 

緑町団地や町内会側の要望も十分に考慮されることを要望いたします。 697 

 最後は、さきに反対と述べました議案第６号、滝川市土地区画整理事業特別会 698 

計予算と議案第14号、滝川市土地区画整理事業特別会計条例、第20号、滝川市 699 

泉町土地区画整理事業施行条例に賛成できない理由を述べたいと思います。特 700 

別会計や施行条例をつくらなければならない理由は、質疑の中でも法律に基づ 701 

いてというわけでありますが、そもそもこのような事業を遂行することに大義 702 

がないと考えます。今は、さきの市長から引き継いで緊縮財政の真っただ中で 703 

あるはずであります。土地の有効利用とか土地区画整理事業は、はたまた上下 704 
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水道事業を行うことになり、とりもなおさず人が住み、生活ができる事業を行 705 

うなど、まるで経済成長の昭和の時代を想定したかのような空想に近い事業で 706 

はないでしょうか。まして、市として宅地造成して販売する事業が失敗して撤 707 

退したやさきにこの事業を提案することは、市民には理解できない事案であり 708 

ます。幸町から泉町までの単純な近道道路だけなら、このような巨費を投ずる 709 

ことは必要ないと思います。道路をつくるためには土地区画整理が必要で、そ 710 

のために特別会計や施行条例をつくらなければならないとは無駄の最たるもの 711 

となりませんか。施行条例の中の審議会なるものの設置は、地権者が多く、連 712 

絡もとれない人がいても審議会の責任のもとに事業をスムーズに進めるための 713 

組織となっていくことは否定できないと思います。一般市道の状況はどうかと 714 

いえば、住宅街の市道はひび割れ、穴ぼこ、車は波乗り状態の道路もあります。 715 

私の身近な道路もひどい状態であります。簡易舗装もどれほどの年月なのか、 716 

道路の真ん中から工事のときのくいが露出しています。雪が解けたら市長みず 717 

から現場を視察されることをお勧めいたします。確かに業者の論理からすれば 718 

大規模舗装道路の工事は効率がよいのですが、市民の側からすれば市道から路 719 

地までの補修工事こそ要望が多いのであります。４億円を超すこの予算をぜひ 720 

住宅街などの補修工事に回すことを力説し、この案件は否定いたし、以上、市 721 

民の声連合の渡辺精郎の反対討論といたします。 722 

委 員 長 以上で討論を終結いたします。 723 

 討論要旨につきましては、整理しまして３月28日までに事務局へ提出してくだ 724 

さいますようお願いいたします。 725 

委 員 長 暫時休憩いたします。 726 

休  憩 １３：５５ 727 

再  開 １４：００ 728 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 729 

 採決 730 

委 員 長 それでは、これより反対討論のありました議案につきまして採決を行います。 731 

 反対討論のありました議案のうち議案第６号 平成26年度滝川市土地区画整理 732 

事業特別会計予算について挙手により採決を行います。 733 

 本案を可とすべきものと決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 734 

（賛成者挙手） 735 

委 員 長 挙手多数であります。 736 

 よって、本案は可とすべきものと決しました。 737 

 次に、反対討論のありました議案のうち議案第14号 滝川市土地区画整理事業 738 

特別会計条例を挙手により採決いたします。 739 

 本案を可とすべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 740 

（賛成者挙手） 741 

委 員 長 挙手多数であります。 742 

 よって、本案は可とすべきものと決しました。 743 

 次に、議案第20号 滝川市泉町土地区画整理事業施行条例を挙手により採決い 744 

たします。 745 

 本案を可とすべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 746 

（賛成者挙手） 747 

委 員 長 挙手多数であります。 748 
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 よって、本案は可とすべきものと決しました。 749 

 次に、残りの 750 

 議案第２号 平成26年度滝川市国民健康保険特別会計予算 751 

 議案第３号 平成26年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 752 

 議案第４号 平成26年度滝川市介護保険特別会計予算 753 

 議案第５号 平成26年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算 754 

 議案第７号 平成26年度滝川市下水道事業会計予算 755 

 議案第８号 平成26年度滝川市病院事業会計予算 756 

 議案第９号 平成26年度滝川市下水道事業会計資本金の額の減少について 757 

 議案第29号 滝川市営住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正 758 

               する条例 759 

 議案第30号 滝川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 760 

 議案第32号 滝川市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 761 

 議案第33号 滝川市下水道条例及び滝川市個別排水処理施設条例の一部を改正 762 

               する条例 763 

 議案第36号 公の施設の指定管理者の指定について（西町デイサービスセンタ 764 

               ー） 765 

 の12件を一括採決いたします。 766 

 本案をいずれも可とすべきものと決することに異議はございませんか。 767 

（異議なしの声あり） 768 

委 員 長 異議なしと認めます。 769 

 よって、本案はいずれも可とすべきものと決しました。 770 

 お諮りいたします。委員長報告につきましては、正副委員長に一任願えますで 771 

しょうか。 772 

（異議なしの声あり） 773 

委 員 長 そのように決定させていただきます。 774 

 以上をもちまして本委員会に付託されました議案の審議は全て終了いたしまし 775 

た。 776 

 挨拶 777 

委 員 長 この場合、市長からの発言の申し出がございますので、これを許したいと思い 778 

ます。 779 

市  長 それでは、第２予算審査特別委員会閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げ 780 

る次第でございます。 781 

 各委員におかれましては、精力的に審議をいただきまして、まことにありがと 782 

うございました。関藤委員長並びに堀副委員長にも心からの敬意を表する次第 783 

でございます。ただいま討論等もございましたが、いずれも可と可決していた 784 

だきましたことにお礼を申し上げる次第でございます。ただいま討論いただき 785 

ました内容をしっかりと吟味しながら、それらを参考としながらこれからの予 786 

算執行に当たってまいる所存でございますので、各委員におかれましても今後 787 

ともご指導をよろしくお願い申し上げ、お礼のご挨拶とします。 788 

 ありがとうございました。 789 

委 員 長 ３日間にわたりご苦労さまでした。理事者の皆さん、また委員の皆さん、ふな 790 

れな議事進行でございましたけれども、３日間無事に終了させていただくこと 791 

ができました。まことにありがとうございました。ご苦労さまでした。 792 
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 以上をもちまして第２予算審査特別委員会を閉会いたします。ご苦労さまでし 793 

た。 794 

閉  会 １４：０５ 795 


